
地域ポイント等導入検討事業支援業務 仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

  地域ポイント等導入検討事業支援業務 

 

２ 委託期間 

  契約締結の日から令和６年２月２９日（木）まで 

 

３ 委託業務の目的 

  地域ポイント等導入検討事業（以下「検討事業」という。）は、域内消費の循環による

地域経済の活性化に向けて、デジタル地域ポイント等の導入可能性を検討するとともに、

運用上の課題等について検討するため実施するものである。 

  本業務では、検討事業の円滑な実施を支援するため、コールセンターの設置やデジタル

デバイド対策等に関する相談会・説明会を行い、県民が安心して検討事業に参加できる環

境を整備するものである。  

 

４ 対象地域 

  石巻市、登米市、東松島市、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町 

  検討事業の実施期間は令和５年１０月から令和６年１月まで。ただし、対象地域ごとに

検討事業の実施期間は異なる。 

   

５ 業務内容 

（１）コールセンターの設置 

イ 対象地域で行う、検討事業に係るコールセンターを設置・開設し、利用者等からの

問合せに対応すること。なお、使用する回線はフリーダイヤル（携帯電話含む）とし、

十分な電話回線を確保すること。 

  ロ コールセンターの設置は、検討事業の開始に合わせ運用が開始できるように、令和 

５年９月１日（金）から令和６年２月１８日（日）まで開設すること。 

  ハ 対応時間 

９時から１７時３０分（土曜、日曜、祝日を含む）を基本とする。 

 ニ 問合せ数を考慮し、配置人数を設定すること。 

ホ 市町毎に発注者が指定する検討事業実施団体（以下「実施団体」という。）と連 

 携し、利用者及び事業者からの問合せに円滑かつ誠実に対応すること。 

ヘ コールセンターにて対応不可な事例や、折り返し連絡が必要な事例が発生した 

場合や、事故が発生した場合は速やかに発注者に連絡すること。 

ト  問合せの概要や件数について、翌日に発注者に報告すること。（土曜、日曜、 

祝日を除く） 

チ アプリケーションソフトウエア（以下「アプリ」という。）に関することで、緊 



 

 

急を要する案件については、発注者が指定するアプリ開発業者（以下「アプリ開 

発業者」という。）へ連絡し、対応し、その後に発注者に速やかに連絡すること。 

リ その他、必要な事項については発注者と協議して決めることとする。 

（２）デジタルデバイド対策等相談会・説明会 

  イ 利用者に対し、本事業で使用するアプリのインストール・登録や利用方法につ

いて説明会等を開催すること。 

  ロ 説明会については、対象地域の各市町内において実施すること。 

  ハ 説明会の実施方法及び会場については発注者と協議のうえ決定するものとす

るが、対象地域の各市町においてそれぞれ２回以上実施すること。 

  ニ アプリの使用マニュアルはアプリ開発業者から提供されるものを使用するこ

と。 

 ホ 説明会を実施するにあたっては、対象地域の各市町や実施団体と連携して適切

な広報を行い、参加者の確保に努めること。 

 ヘ その他、必要な事項については発注者と協議して決定すること。 

（３）実施計画書の作成 

受注者は、契約締結後、速やかに以下の書類等を作成し，発注者に提出するとと 

もに、発注者と協議の上、本業務を実施すること。 

イ 業務実施計画書（業務の実施方法・スケジュール等） 

ロ 業務従事者等届（業務責任者・スタッフの氏名、業務分担等） 

（４）打合せ等 

業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と受注者は常に密接な連絡を取り、 

業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受 

注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

なお、連絡は、積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容につ

いては、必要に応じて書面（打合せ記録簿）を作成すること。 

業務着手時及び上記（３）イに定める業務実施計画書の業務の区切りにおいて、

発注者と受注者は打合せを行うものとし、その結果について、書面（打合せ記録簿）

に記録し、相互に確認しなければならない。 

（５）成果物の提出 

受注者は委託期間の満了前までに、次に掲げる事項に注意の上、(１)から(４)ま

での業務に関する成果物を発注者に提出するものとする。 

イ 納入物 

(ｲ) 業務完了報告書（紙媒体）２部 

(ﾛ) 業務完了報告書及び提案書記載の業務を実施したことがわかる電子データ 

ロ 納入場所 

宮城県経済商工観光部富県宮城推進室 



 

 

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

 

６ 委託料の支払 

  業務完了後、発注者の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

  また、受注者は必要に応じて委託金の全部又は一部の前払金を請求することができ 

る。 

  

７ 契約に関する条件等 

（１）再委託等の制限 

受注者は、本業務の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ書面で報告し、発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 

（２）第三者の権利侵害の禁止 

受注者は、本業務の履行に関し、第三者の肖像権、所有権、著作権を侵さないこ 

と。 

また、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争 

の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を 

処理すること。 

（３）業務の履行に関する措置 

発注者は本業務（再委託した場合を含む）の履行につき著しく不適当と認められ 

るときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべ 

きことを要求することができる。受注者は、上記要求があったときは、当該要求に 

係る事項について対応措置を決定し、その結果を要求のあった日から 10日以内に 

発注者に書面で通知しなければならない。 

（４）機密の保持 

受注者（再委託により受託した者を含む。以下同じ。）は、本業務を通じて知り 

得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供して 

はならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、 

その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた 

同様とする。 

（５）個人情報の保護 

受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に 

関する法律（平成１５年法律第５７号及び個人情報取扱特記事項）を遵守しなけれ 

ばならない。 

（６）成果品の利用 

本業務による成果品の著作権は発注者に帰属するものとするほか、発注者は、本 

業務の成果品を、自ら使用するために必要な範囲において随時利用できるものとす 



 

 

る。また、関係機関への提供など、二次的な利用も可能なように対応すること。 

 

（７）財産取得の制限 

本業務の委託費によって、備品等（性質又は形状を変えることなく比較的長期（概 

ね１年以上）にわたり通常の使用に耐えると認められる物で、特に指定するものを 

除き、その取得価格又は評価額が５万円以上の物）の財産を取得することは原則と 

して認めない｡ 

 

８ その他 

（１）この仕様書について疑義が生じたとき又は定めのない事項については、発注者と 

協議の上、決定することとする。 

（２）契約後、本仕様の内容を変更する必要が生じた場合は、速やかに発注者と協議の

上、承認を得ること。 

  

 

 



別 記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下単に「業務」と

いう。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適

正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終

了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 

 （個人情報管理責任者等） 

第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任者」

という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により発注者に

報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書面により

報告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項を

適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければ

ならない。 

 （作業場所の特定） 

第４ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじめ発注

者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 

 （個人情報の持ち出しの禁止） 

第５ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち

出してはならない。 

（保有の制限） 

第６ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 61 条第１項に規定する法

令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲

を超えて個人情報を保有してはならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の

目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第８ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情

報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（教育の実施） 

第９ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、在職中及び退職後においても当



該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用

してはならないこと、及び特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な

履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

（資料の返還等） 

第 10 受注者は、業務を処理するために、受注者自ら取得し、又は作成した個人情報が記録され

た資料は、業務完了後、発注者に引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは

当該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第 11 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を

発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （個人情報の運搬） 

第 12 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を

運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責

任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

（再委託の承諾） 

第 13 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面によ

り承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務を

更に委託する場合も同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委

託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を

確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、

書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注

者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法につい

て具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するととも

に、発注者の求めに応じて、管理し、及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければな

らない。 

（実地調査） 

第 14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実

地に調査することができる。 

（指示及び報告等） 

第 15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者

に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 16 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報の取扱

要領等を作成し、発注者に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第 17 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係



る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、

事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従うものとする。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故

に関する情報を公表することができる。 

 

 

 

 


